
議案第５号  

 

 

   西脇市一般職の職員の給与に関する条例及び西脇市一般  

   職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する  

   条例の制定について  

 

 

 西脇市一般職の職員の給与に関する条例及び西脇市一般職の任期付  

職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

 

  令和４年２月 25日  

 

 

                 西脇市長  片  山  象  三  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 給料の調整額を支給可能とし、地域手当の支給対象者を追加するた

め。また、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

案が国会に上程されたことに伴い、これに準じて所要の改正を行うた

め。  

  



 
 

 
西

脇
市

一
般

職
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
及

び
西

脇
市

一
般

職
の

任
期

付
職

員
の

採
用

等
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
 

 
 

 
条

例
 

   
（

西
脇

市
一

般
職

の
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
１

条
 

西
脇

市
一

般
職

の
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

（
平

成
1
7
年

西
脇

市
条

例
第

5
0
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
、

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

  
（
給
料
の
支
給
）
 

第
12
条
 
（
略
）
 

（
給
料
の
調
整
額
）
 

第
12
条
の
２
 
市
長
は
、
給
料
月
額
が
、
職
務
の
複
雑
、
困
難
若
し
く
は
責
任
の
度
又
は
勤
労

の
強
度
、
勤
務
時
間
、
勤
労
環
境
そ
の
他
の
勤
労
条
件
が
同
じ
職
務
の
級
に
属
す
る
他
の
職

に
比
し
て
著
し
く
特
殊
な
職
に
対
し
適
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
特
殊
性
に
基
づ

き
、
給
料
月
額
に
つ
き
適
正
な
調
整
額
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
整
額
は
、
調
整
前
に
お
け
る
給
料
月
額
の
 1
00
分
の
25
を
超
え
て

は
な
ら
な
い
。
 

 

 
（
給
料
の
支
給
）
 

第
12
条
 
（
略
）
 

 （
新
設
）
 

第
２

条
 

西
脇

市
一

般
職

の
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
、

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

  
（
期
末
手
当
）
 

第
29
条
 
（
略
）
 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
 1
00
分
の
 1
20
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日

 
以
前
６
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

 
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

 
⑴
～
⑷
 
（
略
）
 

３
 
再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
 1
00
分
の
 1
20
」

 
と
あ
る
の
は
、
「
 1
00
分
の
67
.5
」
と
す
る
。
 

４
～
６
 
（
略
）
 

 

 
（
期
末
手
当
）
 

第
29
条
 
（
略
）
 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
 1
00
分
の
 1
27
.5
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準

日
以
前
６
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

 
⑴
～
⑷
 
（
略
）
 

３
 
再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
 1
00
分
の
 1
27
.5
」

 
と
あ
る
の
は
、
「
 1
00
分
の
72
.5
」
と
す
る
。
 

４
～
６
 
（
略
）
 

 

第
３

条
 

西
脇

市
一

般
職

の
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
、

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

 
 
（
地
域
手
当
）
 

 
 
（
地
域
手
当
）
 

 



 第
17
条
 
派
遣
に
よ
り
国
、
県
等
で
勤
務
す
る
職
員
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
職
員
（
医
療
職
給
料

表
⑴
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
）
で
、
市
長
が
指
定
し
た
職
員
に
は
、
給
料
、
管
理

職
手
当
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

25
年
法
律
第
95
号
）
第
11
条
の
３
の
規
定
に
準
じ
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
月
額
の
地
域
手
当

を
支
給
す
る
。
 

２
 
医
療
職
給
料
表
⑴
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
は
、
当
分
の
間
、
給
料
、
管
理
職
手
当
及
び

扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
 1
00
分
の
16
を
乗
じ
て
得
た
月
額
の
地
域
手
当
を
支
給
す
る
。

 

第
17
条
 
（
新
設
）
 

     
 
医
療
職
給
料
表
⑴
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
は
、
当
分
の
間
、
給
料
、
管
理
職
手
当
及
び
 

 
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
 1
00
分
の
16
を
乗
じ
て
得
た
月
額
の
地
域
手
当
を
支
給
す
る
。

 

 
（

西
脇

市
一

般
職

の
任

期
付

職
員

の
採

用
等

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
４

条
 

西
脇

市
一

般
職

の
任

期
付

職
員

の
採

用
等

に
関

す
る

条
例

（
令

和
元

年
西

脇
市

条
例

第
６

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
、

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

  
（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
適
用
除
外
等
）
 

第
８
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
特
定
任
期
付
職
員
に
つ
い
て
の
給
与
条
例
第
17
条
第
２
項
及
び
第
29
条
第
２
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
17
条
第
２
項
中
「
医
療
職
給
料
表
⑴
の
適
用
を
受
け
る
職

員
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
法
律
（
平

成
14
年
法
律
第
48
号
）
第
３
条
の
規
定
に
基
づ
き
採
用
さ
れ
た
職
員
で
市
長
が
指
定
す
る
も

の
」
と
、
給
与
条
例
第
29
条
第
２
項
中
「
 1
00
分
の
 1
20
」
と
あ
る
の
は
「
 1
00
分
の
 

 1
62
.5
」
と
す
る
。
 

 

 
（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
適
用
除
外
等
）
 

第
８
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
特
定
任
期
付
職
員
に
つ
い
て
の
給
与
条
例
第
17
条
及
び
第
29
条
第
２
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
17
条
中
「
医
療
職
給
料
表
⑴
の
適
用
を
受
け
る
職
員
」
と
あ
る
の

は
「
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
14
年
法
律
第

48
号
）
第
３
条
の
規
定
に
基
づ
き
採
用
さ
れ
た
職
員
で
市
長
が
指
定
す
る
も
の
」
と
、
給
与
 

 
条
例
第
29
条
第
２
項
中
「
 1
00
分
の
 1
27
.5
」
と
あ
る
の
は
「
 1
00
分
の
 1
67
.5
」
と
す
る
。

 

  
 

 
附

 
則

 

（
施

行
期

日
等

）
 

１
 

こ
の

条
例

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行

す
る

。
た

だ
し

、
第

３
条

の
規

定
は

、
令

和
４

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

２
 

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
西

脇
市

一
般

職
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
の

規
定

は
、

令
和

４
年

２
月

１
日

か
ら

適
用

す
る

。
 

 
（

令
和

４
年

６
月

に
支

給
す

る
期

末
手

当
に

関
す

る
特

例
措

置
）

 

３
 

令
和

４
年

６
月

に
支

給
す

る
期

末
手

当
の

額
は

、
第

２
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

西
脇

市
一

般
職

の
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

第
2
9
条

第
２

項
（

同
条

第
３

項
又

は
第

４
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

西
脇

市
一

般
職

の
任

期
付

職
員

の
採

用
等

に
関

す
る

条
例

第
８

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

及
び

西
脇

市
一

般
職

の
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
給

与
条

例
」

と
い

う
。

）
第

2
9
条

第
４

項
か

ら
第

６
項

ま
で

（
西

脇
市

職
員

の
育

児
休

業
等

に
関

す
る

条
例

（
平

成
1
7
年

西
脇

市
条

例
第

3
8
号

）
第

1
7
 

条
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
又

は
第

3
4
条

第
１

項
か

ら
第

３
項

ま
で

若
し

く
は

第
６

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
 

こ
れ

ら
の

規
定

に
よ

り
算

定
さ

れ
る

期
末

手
当

の
額

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
基

準
額

」
と

い
う

。
）

か
ら

、
令

和
３

年
1
2
月

に
支

給
さ

れ

た
期

末
手

当
の

額
に

、
同

月
１

日
（

同
日

前
１

月
以

内
に

退
職

し
た

者
に

あ
っ

て
は

、
当

該
退

職
を

し
た

日
）

に
お

け
る

次
の

各
号

に
掲

げ
る



職
員

（
給

与
条

例
の

適
用

を
受

け
る

者
を

い
う

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
区

分
ご

と
に

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
調

整
額

」
と

い
う

。
）

を
減

じ
た

額
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

調
整

額
が

基
準

額
以

上
と

な
る

と
き

は
、

期
末

手
当

は
、

支
給

し
な

い
。

 

 
⑴

 
再

任
用

職
員

（
地

方
公

務
員

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
 
2
6
1
号

）
第

2
8
条

の
４

第
１

項
、

第
2
8
条

の
５

第
１

項
又

は
第

2
8
条

の
６

第
１

項
若

し
く

は
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

採
用

さ
れ

た
職

員
を

い
う

。
次

号
に

お
い

て
同

じ
。

）
以

外
の

職
員

 
 
1
2
7
.
5
分

の
1
5
 

 
⑵

 
再

任
用

職
員

 
7
2
.
5
分

の
1
0
 

（
西

脇
市

会
計

年
度

任
用

職
員

の
給

与
及

び
費

用
弁

償
に

関
す

る
条

例
の

一
部

改
正

）
 

４
 

西
脇

市
会

計
年

度
任

用
職

員
の

給
与

及
び

費
用

弁
償

に
関

す
る

条
例

（
令

和
元

年
西

脇
市

条
例

第
５

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
、

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

  
（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
地
域
手
当
）
 

第
７
条
 
給
与
条
例
第
17
条
第
２
項
の
規
定
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
（
給
料
表

の
医
療
職
⑴
の
欄
の
適
用
を
受
け
る
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

 

 
（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
地
域
手
当
）
 

第
７
条
 
給
与
条
例
第
17
条
の
規
定
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
（
給
料
表
の
医
療

職
⑴
の
欄
の
適
用
を
受
け
る
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

 

 


